
 
広
島
県
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
三
十
日

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦

広
島
県
規
則
第
六
十
八
号 

広
島
県
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
に
伴
う
関
係
規

則
の
整
理
に
関
す
る
規
則 

 

（
広
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

広
島
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

 
 

第
十
九
条
第
一
項
の
表
土
木
局
の
部
住
宅
課
の
款
広
島
県
県
営
住
宅
管
理
等
審
議
会
の
項
中
「
広
島
県

県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
」
を
「
広
島
県
県
営
住
宅
設
置
、
整
備
及
び
管
理
条
例
」
に
改
め
る
。

 

（
広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
五
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 
 

第
十
六
条
第
九
十
二
号
中
「
広
島
県
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
」
を
「
広
島
県
県
営
住
宅
設
置
、

整
備
及
び
管
理
条
例
」
に
改
め
る
。

 

（
広
島
県
県
営
住
宅
管
理
等
審
議
会
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条 

広
島
県
県
営
住
宅
管
理
等
審
議
会
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
広
島
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

 
 

第
一
条
中
「
広
島
県
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
」
を
「
広
島
県
県
営
住
宅
設
置
、
整
備
及
び
管
理

条
例
」
に
改
め
る
。

 

（
広
島
県
県
営
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条 

広
島
県
県
営
住
宅
管
理
規
則
（
平
成
十
年
広
島
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

 
 

第
一
条
中
「
広
島
県
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
」
を
「
広
島
県
県
営
住
宅
設
置
、
整
備
及
び
管
理

条
例
」
に
改
め
る
。

 
 

別
記
様
式
第
一
号
の
二
中

 

「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」

を

２
 
説
明
事
項
 

 
 
入
居
の
有
効
期
間
 
 
入
居
可
能
日
（
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
）
か
ら
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
ま
で
 

広
島
県
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
第
９
条
の
２
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
有
効
期
間
が
延
長
さ
れ
た
場
合
を
 

除
き
，
こ
の
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
に
県
営
住
宅
を
明
け
渡
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 



 
「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」

に
改
め
る
。

 
 

別
記
様
式
第
一
号
の
三
中

 

「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」

を

 

「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」

に
改
め
る
。

 
 

別
記
様
式
第
二
号
の
二
中

 

「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」

を

 

「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」

に
改
め
る
。

 
 

別
記
様
式
第
二
号
の
三
中

 

「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」

を

 

「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」

に
改
め
る
。

 
 

別
記
様
式
第
三
号
中

(6
) 

入
居

の
有

効
期

間
 

 
入

居
可

能
日

（平
成

 
 

年
 

 
月

 
 

日
）か

ら
平

成
 

 
年

 
 

月
 

 
日

ま
で

 

広
島

県
県

営
住

宅
設

置
及

び
管

理
条

例
第

９
条

の
２

第
６

項
の

規
定

に
よ

り
有

効
期

間
が

延
長

さ
れ

た
場

合
を

除
き

，
こ

の
期

間
が

 

満
了

す
る

日
ま

で
に

県
営

住
宅

を
明

け
渡

し
て

い
た

だ
き

ま
す

。
 

 
１
 
広
島
県
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
第
９
条
の
２
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
，
有
効
期
間
の
延
長
を
申
請
す
る
場
合
 

 
 
は
，
別
途
必
要
な
手
続
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

２
 
説
明
事
項
 

 
 
入
居
の
有
効
期
間
 
 
入
居
可
能
日
（
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
）
か
ら
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
ま
で
 

広
島
県
県
営
住
宅
設
置
，
整
備
及
び
管
理
条
例
第
９
条
の
２
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
有
効
期
間
が
延
長
さ
れ
た
 

場
合
を
除
き
，
こ
の
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
に
県
営
住
宅
を
明
け
渡
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

２
 
承
諾
事
項
 

 
 
入
居
の
有
効
期
間
 
 
入
居
可
能
日
（
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
）
か
ら
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
ま
で
 

広
島
県
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
第
９
条
の
２
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
有
効
期
間
が
延
長
さ
れ
た
場
合
を
 

除
き
，
こ
の
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
に
県
営
住
宅
を
明
け
渡
し
ま
す
。
 

２
 
承
諾
事
項
 

 
 
入
居
の
有
効
期
間
 
 
入
居
可
能
日
（
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
）
か
ら
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
ま
で
 

広
島
県
県
営
住
宅
設
置
，
整
備
及
び
管
理
条
例
第
９
条
の
２
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
有
効
期
間
が
延
長
さ
れ
た
 

場
合
を
除
き
，
こ
の
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
に
県
営
住
宅
を
明
け
渡
し
ま
す
。
 

(6
) 

入
居

の
有

効
期

間
 

 
入

居
可

能
日

（平
成

 
 

年
 

 
月

 
 

日
）か

ら
平

成
 

 
年

 
 

月
 

 
日

ま
で

 

広
島

県
県

営
住

宅
設

置
，

整
備

及
び

管
理

条
例

第
９

条
の

２
第

６
項

の
規

定
に

よ
り

有
効

期
間

が
延

長
さ

れ
た

場
合

を
除

き
，

こ
の

 

期
間

が
満

了
す

る
日

ま
で

に
県

営
住

宅
を

明
け

渡
し

て
い

た
だ

き
ま

す
。

 

 
１
 
広
島
県
県
営
住
宅
設
置
，
整
備
及
び
管
理
条
例
第
９
条
の
２
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
，
有
効
期
間
の
延
長
を
申
請
す
 

 
 
る
場
合
は
，
別
途
必
要
な
手
続
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。



 
「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」

を

 

「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」

に
、

 

「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」

を

 

「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」

に
改
め
る
。

 
 

別
記
様
式
第
三
号
の
二
中

 

「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」

を
入

居
可

能
日

 
 

 
 

 
 

か
ら

 
平

成
 

 
年

 
 

月
 

 
日

ま
で

 

平
成

 
 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

平
成

 
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

月
額

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

月
額

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 
 

家
賃
(月

額
) 

＊
 

次
年

度
以

降
の

家
賃

は
，

広
島

県
県

営
住

宅
設

置
及

び
管

理
条

例
第

１
４
条

第
１
項

若
し

く
は

第
２
項

，
第

２
 

 
９
条

第
１
項

，
第

３
１
条

第
１
項

，
第

３
６
条

又
は

第
３
７
条

の
規

定
に

よ
り
定

め
ら

れ
る

家
賃

額
と

す
る

。
 

 
敷
 
金
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

  
上

記
の

住
宅

の
入

居
決

定
の

上
は

，
次

の
事

項
を

堅
く

履
行

し
ま

す
。

 

１
 

家
賃

は
，

毎
月

納
期

限
ま

で
に

納
入

す
る

こ
と

。
 

２
 

広
島

県
県

営
住

宅
設

置
及

び
管

理
条

例
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
家

賃
が

変
更

さ
れ

て
も

一
切

 

異
議

を
申

し
立

て
な

い
こ

と
。

 

７
 

前
各

項
の

ほ
か

，
公

営
住

宅
法

（
昭

和
２

６
年

法
律

第
１

９
３

号
）

，
公

営
住

宅
法

施
行

令
，

広
島

県
県

営
住

宅
設

置
及

び
管

理
条

例
及

び
広

島
県

県
営

住
宅

管
理

規
則

を
遵

守
す

る
こ

と
。

 

入
居

可
能

日
 

 
 

 
 

 
か

ら
 

平
成

 
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

平
成

 
 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

平
成

 
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

月
額

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

月
額

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 
 

家
賃
(月

額
) 

＊
 

次
年

度
以

降
の

家
賃

は
，

広
島

県
県

営
住

宅
設

置
，

整
備

及
び

管
理

条
例

第
１
４
条

第
１
項

若
し

く
は

第
２
 

 
項

，
第

２
９
条

第
１
項

，
第

３
１
条

第
１
項

，
第

３
６
条

又
は

第
３
７
条

の
規

定
に

よ
り
定

め
ら

れ
る

家
賃

額
と

す
る

。
 

 
敷
 
金
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

  
上

記
の

住
宅

の
入

居
決

定
の

上
は

，
次

の
事

項
を

堅
く

履
行

し
ま

す
。

 

１
 

家
賃

は
，

毎
月

納
期

限
ま

で
に

納
入

す
る

こ
と

。
 

２
 

広
島

県
県

営
住

宅
設

置
，

整
備

及
び

管
理

条
例

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

家
賃

が
変

更
さ

れ
て

 

も
一

切
異

議
を

申
し

立
て

な
い

こ
と

。
 

７
 

前
各

項
の

ほ
か

，
公

営
住

宅
法

（
昭

和
２

６
年

法
律

第
１

９
３

号
）

，
公

営
住

宅
法

施
行

令
，

広
島

県
県

営
住

宅
設

置
，

整
備

及
び

管
理

条
例

及
び

広
島

県
県

営
住

宅
管

理
規

則
を

遵
守

す
る

こ

と
。

 

入
居

可
能

日
 

 
 

 
 

 
か

ら
 

平
成

 
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

平
成

 
 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

平
成

 
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

月
額

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

月
額

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 
 

家
賃
(月

額
) 

＊
 
次

年
度

以
降

の
家

賃
は

，
広

島
県

県
営

住
宅

設
置

及
び

管
理

条
例

第
14

条
第

１
項

若
し

く
は

第
２
項

，
第

29
条

第
１
項

，
 

 
第

31
条

第
１
項

，
第

36
条

又
は

第
37

条
の

規
定

に
よ

り
定

め
ら

れ
る

家
賃

額
と
す

る
。
 

 
敷
 
金
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

 
入

居
の

有
効

期
間

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

  
上

記
の

住
宅

の
入

居
決

定
の

上
は

，
次

の
事

項
を

堅
く

履
行

し
ま

す
。

 

１
 

家
賃

は
，

毎
月

納
期

限
ま

で
に

納
入

す
る

こ
と

。
 

２
 

広
島

県
県

営
住

宅
設

置
及

び
管

理
条

例
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
家

賃
が

変
更

さ
れ

て
も

一
切

異
議

を
申

し
立

て
な

い
こ

と
。

 



 
「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」

に
、

 

「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」

を

 

「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
六
号
中

 

「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」

 

「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」

 
 

別
記
様
式
第
三
十
号
中

 

「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」

 

「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」

 
 
 

附 

則

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
私
は
，
広
島
県
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
第
３
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
県
営
住
宅
の
明
 

渡
し
の
請
求
を
受
け
ま
し
た
が
，
次
の
理
由
に
よ
り
，
期
限
ま
で
に
明
渡
し
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
，
明
 

渡
し
の
期
限
の
延
長
を
申
請
し
ま
す
。

８
 
前
各
項
の
ほ
か
，
公
営
住
宅
法
（
昭
和

26
年
法
律
第

193
号
）
，
公
営
住
宅
法
施
行
令
，
広
島
県
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
 

及
び
広
島
県
県
営
住
宅
管
理
規
則
を
遵
守
す
る
こ
と
。

入
居

可
能

日
 

 
 

 
 

 
か

ら
 

平
成

 
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

平
成

 
 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

平
成

 
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

月
額

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

月
額

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 
 

家
賃
(月

額
) 

＊
 
次

年
度

以
降

の
家

賃
は

，
広

島
県

県
営

住
宅

設
置

，
整

備
及

び
管

理
条

例
第

14
条

第
１
項

若
し

く
は

第
２
項

，
第

29
条

 

 
第

１
項

，
第

31
条

第
１
項

，
第

36
条

又
は

第
37

条
の

規
定

に
よ

り
定

め
ら

れ
る

家
賃

額
と

す
る

。
 

 
敷
 
金
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

 
入

居
の

有
効

期
間

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

  
上

記
の

住
宅

の
入

居
決

定
の

上
は

，
次

の
事

項
を

堅
く

履
行

し
ま

す
。

 

１
 

家
賃

は
，

毎
月

納
期

限
ま

で
に

納
入

す
る

こ
と

。
 

２
 

広
島

県
県

営
住

宅
設

置
，

整
備

及
び

管
理

条
例

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

家
賃

が
変

更
さ

れ
て

も
一

切
異

議
を

申
し

立
て

な
い

こ
と

。
 

８
 
前
各
項
の
ほ
か
，
公
営
住
宅
法
（
昭
和

26
年
法
律
第

193
号
）
，
公
営
住
宅
法
施
行
令
，
広
島
県
県
営
住
宅
設
置
，
整
備
及
び
管
 

理
条
例
及
び
広
島
県
県
営
住
宅
管
理
規
則
を
遵
守
す
る
こ
と
。

 
私
は
，
広
島
県
県
営
住
宅
設
置
，
整
備
及
び
管
理
条
例
第
３
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
県
営
住
 

宅
の
明
渡
し
の
請
求
を
受
け
ま
し
た
が
，
次
の
理
由
に
よ
り
，
期
限
ま
で
に
明
渡
し
が
で
き
ま
せ
ん
の
 

で
，
明
渡
し
の
期
限
の
延
長
を
申
請
し
ま
す
。

広
島
県
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
９
年
広
島
県
条
例
第
１
３
号
）
 

第
５
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
。

 

広
島
県
県
営
住
宅
設
置
，
整
備
及
び
管
理
条
例
（
平
成
９
年
広
島
県
条
例
第
１
 

３
号
）
第
５
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
。

 


